
＜保安管理マスター制度＞
平成25年4月に民間4団体により構成される「鉱山保安推進協議会」は、鉱山における保安管理人材の
育成を目的とした「保安管理マスター制度」を創設し資格認定試験を開始
試験に合格し、かつ、法令講習を受講した者を同協議会が「露天採掘技術保安管理士」又は「鉱場技術
保安管理士」として認定し称号を付与

令和３年における保安管理マスター制度の取組実績
令和３年度は保安管理マスター制度による資格認定試験を全国7カ所で実施
法令講習は新型コロナウイルス感染症の影響から、経済産業省で作成した映像の放映にて実施
（※本制度によって特例で選任されている作業監督者にあたっては、選任日以降においても、4年に1回
以上 の頻度で法令講習を受講することと規定している。）
■自習用試験問題の公表
試験問題を、今後受験を予定する者の自習用として、
石灰石鉱業協会、天然ガス鉱業会のホームページ上に掲載
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国は、保安管理マスター制度の運用等を通じ、鉱業関係団体と連携・協働して保安レベル向上のための
取組みを実施
国（産業保安監督部）は、資格認定試験の際に講師を派遣し、法令講習を実施
「露天技術保安管理士」又は「鉱場採掘技術保安管理士」の称号を付与された者については、鉱山保
安法に規定する「作業監督者」に選任できる特例制度を導入（平成28年8月1日施行）

石灰石鉱業協会ＨＰ
https://www.limestone.gr.jp/security/

天然ガス鉱業会ＨＰ
https://www.tengas.gr.jp/security/
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